
事務総局会議（第4回）議事録

|平成30年2月6日 （火）午前10時00分～午前1 1時04分日時

総局会議室場所
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出席 今崎事務総長，中村総務局長，堀田人事局長，笠井経理局長，平田民事

局長兼行政局長，安東刑事局長，村田家庭局長，徳岡秘書課長兼広報課

長，佐伯情報政策課長，石井審議官
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議事| 】 平成30年度における協議会等開催計画について
中村総務局長説明（資料第1）

2国際知財司法シンポジウム2018の開催について

平田行政局長説明（資料第2）

3 法制審議会民法（相続関係）部会における民法及び家事事件手続法

1 ，吾漂焉票壼律案等の要綱案の取り童とめについく
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事務総局会議資料茅1
（ど月6日開催）

(平成30 6総務局）2．
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平成30年度における協議会等開催計画について

【配布資料】 ‘

平成30会計年度における協議会等開催計画
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配布資料

平成30会計年度における協議会等開催計画
(中央協議会等）

1

稀
号 極別､ IIW催時期 期令室 協雛事項 協識員等 所管局課 総人員

1 長官，所長会同 6月20日 21日 2H 当面の司法行政上の諸問題 高裁長官．地・家裁所長 総務局 80人

○
今 長官事務打合せ 11月19日

日

20 2日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

3 長官事務打合せ 3月14日 1日 司法行政上の諸問題 高裁長官 総務局 8人

4 高裁事務局長事務打合せ 9月28日， 3月7
日

(2回）

1日 司法行政上の諸問題 高裁事務局長 総務局 8人

5 商裁総務課長等事務打合せ 1 1月15日 1日 総務事務全般の連絡協誰 高裁の総務課長及び文番企画官 総務局 16人

6 価裁首席審記官率務打合せ 1 1月8日 1日 番記官事務全般の連絡協議 高裁の民事首席審記官及び刑事首席書記官 総務局 16人

7 人事関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

5月 2日 人事行政等事務全般の連絡協議 高裁事務局次長 人事局 8人

8 人事事務打合せ（高裁人事課長） 10月 2日 人事行政事務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同課企画官又は同課課長補佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

9 人事事務打合せ（潤栽人事課長） 2月 2日 人事行政串:務全般の連絡協議 高裁人事課長及び同諜企画官又は同諜課長補佐の
うちいずれか1人

人事局 16人

10 経理関係等事務打合せ（高裁蛎務局次
長）

9月12日 13日 2日 経理行政等蛎務全般の連絡協議 高裁事務局次長 経理局 8人

l 1 経理関係等事務打合せ（高裁事務局次
長）

1月23日 24日 2日 経理行政等事務全般の連絡協議 高裁塞務局次長 経理局 8人

12 経理事務打合せ（高裁会計課長） 10月10日， 11

日

2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び同課企画官, |司諜課長補佐又は

同課専門官のうちいずれか1人
経理局 16人

13 経理事務打合せ（高裁会計課長） 2月13日 14日 2日 経理行政事務全般の連絡協議 高裁会計課長及び同課企画官,同課牒長補佐又は

同課専門官のうちいずれか1人
経理局 16人

14 調停委員協議会及び洲停委員表彰式 10月18日 1日 1 調停｛
2最高；

il度の在り方に関し考慮十べき事項
没長官表彩

民事調停委員，家事調停委員 民事局
家庭局

58人

15 民事事件担当裁判官小務打合せ 11月16日 1日 1 施行20年を迎えた民事訴訟法の趣旨を改
めて確認し， 合雛事件及び単独事件の審理充実
を図る上で庁として取り組むべき課題
2民事裁判のIT化等の変化に対応し，新た
な時代の民事訴訟を榊築する上で庁として取り
組むべき課顧

l 東京，横浜， さいたま・千葉，大阪，京都，
神戸，名古屋，広島，福岡仙台，札幌及び高松
の各地方裁判所の民事事件を担当する部総括裁判
官及び右陪席裁判官1人ずつ

2 束京及び大阪の各高等栽判所の陪席裁判官1
人ずつ（オブザーバー）

民事局 28人

16 首席家庭裁判所綱査官卵:務打合せ 5月18日 1日 商識の所在地を管幅する家裁の首席家庭裁判所
調査官が行う澗盤串:務に関し考噛寸-べき事項

高裁の所在地を管轄する家裁の首席家庭裁判所綱
査官

家庭局 8人



配布資料
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稀
号 梱別 |)M伽時期 期令室 協搬蛎項 協縦員錬 所符局課 総人員

17 後見関係串:件事務打合せ 5月31日 0． 5日 後見関係事件の運用に関寸-る連絡協議 1 高裁の民事次席諜記官1名
2商裁の総務課長又は総務課課長補佐のいずれ
か1名

3 高裁の所在地を管轄する家裁の部総括裁判官
又は上席裁判官のいずれか1名
」 高裁の所在地を管轄する家裁の家事の首席書
記官又は家事の次席書記官のいずれか1名
5高裁の所在地を管輔寸-る家栽の総務課長1名

家庭局 40人



配付資料
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番
号 種別 IIMIM時期 会期 協議辨項 協議員等 開催地

所管局
課
総人員

1 総務課長等協継会 12月～翌年1月 1 1引 総務事務全般に関する諸問題 1 高地家裁総務課長

2 高地裁文書企画官，高地家裁課長
補佐，専門官のうち商裁が相当と認め
るもの

各高裁所在地から開催地

を選定予定（合同開催）
総務局 約118

人

○
】 首席書記官等協議会 1月～2月 1 11 書記官事務について，首席番記官として考

慮寸べき事項等
高地家裁の首席書記官及び地家裁の裁
判官（具体的な対象範囲は未定）

各高裁所在地から開催地
を選定予定（一部合同開
催）

総務局 未定

3 人事関係事務協議会 6月～7月 1日 人耶事務の処理に関し考慰すべき事項 高裁の事務局次長及び人事課長，地家
裁の事務局長

各高裁所在地から開催地

を複数選定（合同開催）
人事局 116人

4 人事管理協議会 9月～10月 1日 人事管理上の諸問題 濁裁の事務局次長及び人事課長．地．

家裁の事務局次長
各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

人事局 約130

人

5 人事担当課長等協識会 10月～12月 1R 人事事務全般に関する諸問題 1 各高等裁判所の人事課長及び人事
課課長補佐等

2 各地方裁判所及び各家庭裁判所の
人事担当課長

各高裁 人事局 116人

6 経理関係事務協識会 6月～7jgl 0. 5R 経理事務の処理に関し考慮寸-べき事項 高裁の事務局次長及び会計課長，地家
裁の事務局長 、

各高裁所在地から開催地
を複数選定予定（合同開
催）

経理局 1 10人

7 会計課長協議会 1月～2月 1日 予算の適正執行及び効率的執行に関し、考
慮寸-べき事項

高栽の会計課長及び地家裁の会計課長 各高裁所在地から開催地

を複数選定予定（合同開
催）

経理局 61人

8 油易裁判所民事実務研
究会

各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

］ ドI～

2日

而裁の調停制度及び司法委員制度の運用に

関し実務上考慮すべき事項
簡裁の裁判官及び書記官，民事調停委
員，司法委員

各地裁 民事局 各地裁で
決定

9 新任民事調停委員研修
今
云

各地裁で決定

(原則として4月
～7月）

2H 民事調停事件の処理に必要な基礎的知識の
習得

新任民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

10 新任民事調停委員ケー
ス研究会

各地裁で決定（6

月～翌年3月）

1R 民事調停事件の処理につき事例研究の方法
による実践的な知識及び技術の習得

新任民事洲停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

11 民事調停委員研究会 各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1fl~

2日

民事鯛停事件の処理につき必要な応用的知
識及び技術の習得

2年ないし3年程度の実務経験のある
民事調停委員

各地裁 民事局 各地裁で

決定

12 民事調停委員ケース研

究会
各地裁で決定

（6月～翌年3
月）

1日～

2日

民事澗停事件の処理につき事例研究の方法

による実践的な知縦及び技術の習得
民事調停委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

13 調停運営協識会及び綱

停委員表彰式
各高裁で決定

(9月～11月）

1日 1 民事・家事調停の迩営に関し考慮すべ

き事項、
2 高裁長官表彰

各地裁及び家裁管内の調停協会におい

て指導的地位にある調停委員
各高裁 民事局

家庭局
各高裁で

決定



配付資料

4

番
号 種別 開倣時期 会期 協継那項 協議員等 開催地

所符局
課
総人員

14 鑑定委員協議会 開催する地裁で決
定

(6月～12月）

1日 借地非訟事件の処理に関し考幽すべき事項 東京及び大阪各地裁の鑑定委員 開催する地裁で決定 民事局 開催する
地裁で決

定
15 新任司法委員研修会 各地裁で決定

(1月～3月）

0. 5R 司法委員としてのj職務につき必要な基礎的
知識の習得

新任司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

16 司法委員研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3

月）

1日～

2R

司法委員としての職務につき必要な実践的

知識及び技能の習得
司法委員 各地裁 民事局 各地裁で

決定

17 管財人等協識会 各地数で決定
(9月～翌年3
月）

1H 倒産事件の管財業務等の処理に関し考応す
べき事項

破産事件の破産管財人，民事再生事件

の監督委員及び個人再生委員，会社更
生事件の管財人等

各地裁 民事局 各地裁で

決定

18 民事執行事件担当者等
協議会

10月～11月 0. 5H 改正民事執行法の連用上の問題点等につい
て

1 谷地裁の執行担当の裁判官各1人

2 各高裁の民事首席番記官又は民事
次席書記官各1人

3 各地裁の民事首席書記官又は民事
次席審記官各1人
4各地裁の総括執行官各1人

各高裁（合同開催）

4庁で実施予定
民事局 158人

19 簡易裁判所民事螂件祖
当裁判官等協議会

翌年1月～2月 1日 1 簡易裁判所の本来的役割を踏まえつ

つ，訴訟事件の審理運営の更なる改善を図
るために庁として取り組むべき事項

2 民事調停の更なる運営改善を図り，そ
の適切な利用を促寸-上で調停主任が果たす
べき役割及び庁として取り組むべき事項

1 各地方裁判所本庁併置簡裁の民事

事件を担当する裁判官1人（東京及び
大阪の各簡裁は，訴訟事件担当裁判官
及び民事調停事件担当裁判官1人ず
つ）

2 上記簡裁を管轄寸る地裁の民事事
件を担当寸~る裁判官1人

3 上記簡裁を管轄する地裁（東京，
大阪， 名古屋， 福岡及び札幌を除
く。 ）の民事首席書記官又は民事次席
書記官のいずれか1人並びに東京簡裁
民事首席書記官及び大阪，名古屋，福
岡及び札幌の各涌裁首席書記官1人

(合同開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）
民事局 152人

20 刑事事件担当裁判官協

議会
1月～2月 1R 1 裁判員制度の運用に関し考慮すべき事

項 ．
2刑事訴訟法の運用について

高・地裁の裁判官 (合同開催） 4高裁で開

催（開催地は未定）
刑事局 68人

21 刑事鑑定研究会 各地裁で決定

(6月～翌年3
月）

0． 5日 刑事事件の鑑定を巡る諸問題 学識経験者並びに地裁の裁判官及び番
記官

各地裁 刑事局 各地裁で

決定

りワ
ーー 心神喪失者等医療観察
法関係研究協議会

各地裁で決定

(9月～翌年3
月）

0． 5日 医療観察事件の処理上間題となる事項及び
実体的な判断の在り方に関して考慮すべき
率項

精神保健判定医及び精神保健参与員候
捕者並びに地裁の裁判官

各地裁 刑事局 各地裁で
決定
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5

番
号 狐別 開催時期 会期 協議事項 協議員等● 開催地

所管局
課
総人員

23 犯罪被害者等の腿かれ
た立場，状況等に関す
る理解を深めるための
研究会

各商裁で決定（6
月～翌年3月）

0. 5R 犯罪被害者等基本法19条の趣旨を踏ま
え，犯罪被害者等の置かれた立場，状況等
に関する理解を深めるための意見交換等

意見交換等のテーマに応じた外部有織

者等並びに商裁．同高裁管内の地裁，
家裁の裁判官及び被害者対応をする可
能性のある職員（高裁管内の各地家裁
から最低限裁判官その他の職員各1人
に参加してもらう予定）

各高裁 刑事局

家庭局
各高裁で

決定

24 法廷通訳基礎研修 各地裁で決定

(4月～翌年3
月）

1 11 法廷通訳経験のない又は少ない初級レベル

の通訳人候補者等を対象とした法廷通訳に
必要な知繊・技能の習得

通訳人候補者となることを希望し，か

つ．対象言語の通訳人としての適性を
備えていると認められる者又は通訳人
候補者並びに地裁の裁判官及び番記官

各地裁 刑事局 各地裁で

決定

25 法廷通訳セミナー 各高裁で決定

(6月～翌年3
月）

2H 中級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補者並びに高裁及び開催地の
地裁の裁判官及び書記官

各高裁所在地にある地裁

(東京，大阪各高裁にお
いては，それぞれの高裁

が定める管内の地裁）

刑事局 各高裁で
決定

26 法廷通訳フォローアッ
プセミナー

東京，大阪各高裁
で決定

(6月～翌年3
月）

2H 上級レベルの通訳人候補者を対象とした法

廷通訳に必要な知識・技能の習得
通訳人候補者並びに東京，大阪各高裁

及び東京．大阪各地裁の裁判官及び番
記官

東京、大阪各地裁 刑事局 各高裁で

決定

27 保謹観察に関寸-る連絡
協議会

各地裁で決定（1
2月～翌年3月）

0. 5R 1 保護観察の実情について
2 その他

地錐の裁判官（支部を含む）及び保謹
観察所の職員

各地裁 刑事局 各地裁で

決定

28 簡易裁判所刑事事件担
当裁判官協議会

10月～12月 1fl 1 刑事事件の連用に関し考慰すべき事項
2 その他

刑事事件担当の簡易裁判所判事，開催
地所在の地裁判事

(合同開催） 4高裁で開
催（開催地は未定）

刑事局 108人

29 検察審査会事務局長研
究会

6月～10月 0． 5日 検察審査会事務局事務について必要な知識

の取得及び実務上の諸問題の検討

ゥb

地裁本庁所在地の検察審査会（複数の
検察審査会が設置されている場合に
は，第一検察審査会の検察審査会)の事
務局長

(一部合同開催）

4～5高裁で開催（開催
地は未定）

刑事局 50人

30 労働審判員研修会 各地裁で決定
(4月～6月）

1 1引 労側審判事件の処理に必要な基礎的知識の
習得

新任労働審判員 各地裁 行政局 各地裁で

決定

31 労働審判員研究会 各地裁で決定

(原則として9月
～12月）

1日 労働審判事件の処理に必要な専門的知繊の
習得

労伽審判員 各地裁 行政局 各地裁で
決定

32 知的財産樅訴訟研究会 10月～11月 0． 5日 知的財産権訴訟について考胆すべき実務上
の諸問題

知財高裁の裁判官並びに大阪高裁，東
京及び大阪各地裁の知的財産権関係鞭
件を担当する裁判官
(注）主催は知財高裁

東京高裁

(知財高裁）
行政局 22人
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番
号 樋別 開催時期 会期 協議蛎項 協識員等〃 開仙地

所符局
陳
総人員

33 知的財産権関係事件担

当専門委員実務研究会
1 1月～12月 0． 5日 知的財産権関係事件における専門委員の関

与の在り方
1 知財高裁の裁判官並びに東京及び

大阪各地裁の知的財産権関係事件を担
当する裁判官

2 知的財産権関係事件を担当する専
門委員（知的財産権関係事件に関与し
たことがある者及び本研究会への出席
を希望する者に限る）
(注）主催は知財高裁

東京高裁

(知財高裁）
行政局 知財高裁

で決定

34 新任家事調停委員研修
会

各家裁で決定（原
則として4月～7

月）

1 11～2

日
家事細停事件の処理につき必要な基碓知識
の習得

新任家事調停委員又はこれに準ずる家
事調停委員

各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

35 家馴調停委員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1 R～2

日
家事調停事件の処理につき必要な専門的知
識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

36 家事調停委員ケース研
究会

各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1H～2

日
家事調停事件の処理につき事例研究の方法
による必要な知識の習得

家事調停委員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

37 家庭裁判所家事実務研

究会
各家裁で決定（6
月～翌年3月）

1日～2

日
家躯事件の処理に関し考慮すべき事項 家裁の裁判官及び書記官，家裁調査

官．家事調停委員，参与員
各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

38 家事関係機関との連絡
協雛会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2日
家事事件の処理に関して連絡調整を要-j-る
事項

家裁の裁判官及び書記官、家裁調査
官，福祉関係医療関係， その他協識
事項に関連する機関・団体の猟員の中
から．各家裁の実情等を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

39 少年関係機関との連絡
協議会

各家裁で決定

(4月～翌年3
月）

1日～

2H
少年事件の処理に関して連絡調整を要寸-る
事項

家裁の裁判官及び書記官、家裁調査

官、保謹関係，教育関係及び警察関
係、その他協議事項に関連する機関・
団体のj賊員の中から，各家裁の実情等
を考慮して選定

各家裁で決定 家庭局 各家裁で
決定

40 新任参与員研修会 各家裁で決定（1

月～3月）
1H～2

日
家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につ

き必要な基礎的知繊の習得
彌｢圧参与員又はこれに準ずる参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で

決定

41 参与員研究会 各家裁で決定（6

月～翌年3月）
1日～2

日
家事審判事件及び人事訴訟事件の処理につ
き必要な専門的知繊の習得

参与員 各家裁の本庁又は支部 家庭局 各家裁で
決定

42 首席家庭裁判所細査官
協議会

1月～2月 1H 1 家庭裁判所綱査官の調査事務等に関し
考慰すべき事項

2 首席家庭裁判所調査官の執務に関し考
慮寸-べき事項

首席家庭裁判所調査官 (合同開催）※予定

東京（東京，札幌）
大阪（大阪，広島）
名古屋（名古屋，仙台）
福岡（福岡，高松）

家庭局 50人
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号 樋別 開催時期 会期 協識事項 協織員等 開催地

所管局
課
総人員

43 家事事件担当裁判官等
協議会

各高裁で決定
(1月～2月）

1日 家事事件の連用上の諸問題 簡裁管内の家裁において家事事件を担

当する裁判官，書記官及び家裁調査官
各高裁

(－部合同開催）
東京
大阪

名古屋

広島（広島，高松）
福岡
仙台（仙台，札幌）

家庭局 各高裁で
決定



事務総局会議資料系z
（ミ月6日開催）

（平成30． 2． 6行一印）

国際知財司法シンポジウム2018の開催について

1 主催 最高裁判所，知的財産高等裁判所，特許庁， 日本弁護士連合会，

弁護士知財ネット

2 日程 平成30年10月30日 （火）から同年11月1日 （木）まで

3場所 弁護士会館講堂クレオ

4 プログラム概要

(1) 1日目 (10月30日・非公開プログラム）

アメリカ， イギリス， ドイツ及びフランスの裁判官並びに米国特許商標庁

及び欧州特許庁の審判官との知的財産紛争に関する意見交換など

（2） 2日目 （10月31日 ・公開プログラム）

日本， アメリカ， イギリス， ドイツ及びフランスの裁判官及び弁護士によ

る知的財産紛争を題材とした模擬裁判及びパネルディスカッションなど

（3） 3日目 （1 1月1日 ・公開プログラム）

日本特許庁，米国特許商標庁及び欧州特許庁の審判官による講演，パネル

ディスカッションなど

5 参加者等

(1) 被招へい者

アメリカ， イギリス， ドイツ及びフランスの裁判官並びに米国特許商標庁

及び欧州特許庁の審判官を予定

〕

(2) 傍聴人

国内外の法曹関係者，研究者及び知的財産制度に関心を有する民間企業関

係者等各日550人程度


